
障害年金とは病気やケガが原因で、日常生活と就労に支障がある場合に
一定の条件を満たしていれば、国から支給される公的年金です。障害者手帳
を持っている、もっていないに関係なく受給できる可能性があります。

統合失調症で障害厚生年金2級が決定し約500万円を受給したケース

乳がんで障害厚生年金2級が決定し約500万円を受給したケース

アルツハイマー型認知症で障害厚生年金2級が決定し約140万円を受給したケース

●相談料はかかりませんのでご安心下さい。

●ご本人さまでなくても、ご家族さまがお越しいただいても大丈夫です。

皆様のお力になりたく、障害年金の相談を承っております。

うつ病
統合失調症

人工関節 ADHD
発達障害

ほとんどの病気が
対象です

脳疾患・腎疾患

20歳～64歳が

対象です
（原則、老齢年金を受け取って

いない方が対象です）

年金保険料を

一定期間

納付・免除している方
が対象です

日常生活
及び就労に

支障がある方が

対象です

★ご予約限定！障害年金の個別相談を開催いたします★

実際にあった請求事例

鹿児島市の皆様に障害年金のお知らせで
す

社会保険労務士
鮫島研吾



鹿児島障害年金サポートセンター

運営：社会保険労務士法人ウィル
鹿児島市東開町4番地112
ひまわり総合事務所内
http://kagoshima-shogainenkin.com/

障害年金の対象となる主な傷病（下記以外も対象になります）

★相談会場・日時★

眼
ブドウ膜炎、緑内障（ペーチェット病によるもの含む）、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜
色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症など

聴覚、平衡機能
感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物
中毒による内耳障害など

鼻腔 外傷性鼻科疾患など

口腔（そしゃく言
語）

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓（言語）など

肢体の障害

事故によるケガ（人工骨頭など）、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨
折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢ま
たは下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、
パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロ
フィー、ポストポリオ症候群、肢体切断など

精神障害
うつ病、双極性障害、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的
障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマーなど

呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど

糖尿病 糖尿病（難治性含む）、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症など

血液
再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発
性骨髄腫、骨髄異形性症候群、ＨＩＶ感染症など

その他
人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中
球減少症、ＨＩＶ、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、そ
の他難病など

☎099-210-2825
当事務所での個別無料相談も毎日受付中︕

日時：2月2日（金）10:00~16:00
会場：鹿児島市勤労者交流センター
　　　（よかセンター）7F




